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調査概要
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【参考】これまでの流れ

福島県内中小企業の下請取引の状況を把握することにより、下請取
引適正化の推進を図るとともに、今後の下請企業振興業務の参考と
するため。

調査目的

福島県内に所在する受注登録企業970社。調査対象

令和7年9月 郵送、メール
（回収は、返信用の封筒の利用又はメール・ＦＡＸによる返信）

調査時期、配布
及び回収方法

11月10月9月

産業振興
センター

対象企業

アンケート作成
及び

対象企業の選定

アンケートへの回答、返信

アンケートの集計、
報告書の作成

対象企業へ
アンケートを
郵送
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1枚目 2枚目

参考:調査票

万円 現在： 名 名

１．貴社の概要について

【問1】貴社の業種についてお尋ねします。該当する番号1つに〇を付けてください。

1 2 3 4 5 6

7 8 9 （ ）

（1） 　　　　　　　　　　　　　　社

1 ．１０％以下 2 ．１１～３０％ 3 ．３１～５０％　　　

4 ．５１～７０％ 5 ．７１～９０％　 6 ．９０％超　　　

（3） 総売上高の変化 1 大きく増えた 2 増えた 3 あまり変わらない　　　

令和５年度と令和６年度の比較 4 減った 5 大きく減った

２．親事業者の発注方法について

【問3】親事業者との間に取引基本契約を締結していますか。該当する番号1つに○を付けてください。

1 全ての親事業者と締結している 2 一部の親事業者と締結している 3 締結していない

【問4】発注を受ける際に注文書の交付を受けていますか。該当する番号1つに○を付けてください。

1 全ての親事業者から交付を受けている 2 一部の親事業者から交付を受けている 3 受けていない

1 よくある 2 時々ある 3 ほとんどない 4 全くない

1 よくある 2 時々ある 3 ほとんどない 4 全くない

プラスチック製品

資 本 金

社

（2）
取引額の最も多い親事業者への依存
度

常時取引している親事業者の数

【問5】「貴社の休日直前に発注を受け、休日直後に納入する」ような発注がありますか。該当する番号１つに〇を付けて
ください。

輸送用機械器具 精密機械器具 その他

↓裏面へ↓

部 署 名

氏 名

従 業 員 数

役 職 名

令和７年　下請取引状況調査票

【問6】「貴社の終業時刻以降に発注を受け、翌朝までに納入する」ような発注がありますか。該当する番号1つ
に○を付けてください。

【問2】貴社の概要についてお尋ねします。次の各設問に(1)では取引社数、(2)及び(3)については該当する
番号１つに〇を付けてください。

貴 社 名

／前年同月

令和７年９月現在でご記入ください。

鉄鋼 非鉄金属 金属製品　　　　 一般機械器具 電気機械器具

３．対価の決定、納品の検査の方法等について

1 親事業者の指値 2 見積合わせ 3 親事業者との話し合い

1 概して短納期品の取引単価が高い 2 突発的なケースに限って、取引単価が高くなる

3 納期の長短はあまり取引対価に影響しない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4 ）

（1）物品等の納入後から代金の支払いまでの期間はどのくらいですか。

1 30日以内 2 60日以内 3 60日超 （具体的な日数： 日 ）

（2）下請代金の支払方法の割合はどうなっていますか。

1 現金 ％ 2 手形 ％ 3 その他(具体的に： ）

（3）下請代金を手形で受け取っている場合、手形のサイトはどのくらいですか。

1 ．60日以内 2 ．90日以内　 3 ．120日以内 4 ．120日超 （具体的な日数：　　　　　　　　　 日 ）

４．下請取引の停止及びトラブルについて

1 ．あった　→【問11】へ進む 2 ．なかった　→【問12】へ進む

1 ．1週間以内 2 ．1ヶ月以内 3 ．3ヶ月以内 4 ．3ヶ月超 5 ．予告はなかった

1 通常支払われる対価に対し、著しく低い代金を不当に定められた。　　

2 貴社の責めに帰すべき理由がないのに、親事業者から受領を拒否された。

3 貴社の責めに帰すべき理由がないのに、親事業者から返品された。　

4 支払期日を経過後も、代金の支払いを受けなかった。

5 一般の金融機関で割り引くことが困難であると認められる手形を交付された。

6 有償支給原材料等の対価を、下請代金と相殺するなどして早期決済された。

7 不公平な行為を官公庁等に報告した結果、不利益な取り扱いを受けた。　　

8 親事業者から金銭、役務等経済上の利益の提供をさせられた。

9 貴社の責めに帰すべき理由がないのに、給付内容の変更または給付後にやり直しをさせられた。

10 正当な理由がないのに、親事業者が指定する製品・原材料等を強制的に購入させられた。

【問12】貴社では最近1年間に親事業者とトラブルがありましたか。該当する番号全てに○を付けてください。
(複数回答可)

【問7】親事業者との取引では、取引対価の取引条件はどのように決められていますか。該当する番号1つに
○を付けてください。

その他　（具体的に：　　　　

【問8】同一製品(または同一サービス)に関して、納期の長短によって取引対価は異なりますか。該当する
番号１つに○を付けてください。

【問9】下請代金の支払い方法についてお尋ねします。(1)及び(3)では該当する番号１つに○を付けていただき、(2)について
は支払方法の割合をご記入ください。

【問11】【問10】で「取引停止　または　大幅に取引が減少したことがあった」と回答された方にお尋ねします。取引停止　ま
たは　大幅に取引が減少する旨の予告から実際に発注が停止されるまでの期間はどれくらいでしたか。

【問10】親事業者との取引のうち最近１年間に、「取引停止」、または「大幅に取引が減少した」ことはありましたか。



3

参考:調査票
3枚目

1 進出した 2 進出の計画がある 3 進出していない

1 自ら進出した 2 発注企業の要請を受けて進出した 3 進出を検討している 4 進出の計画はない

1 商談会による支援 2 展示会出展への支援 3 資金面での支援 4 専門家によるアドバイス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）5 海外展開に関する支援 6 試作・技術開発への支援 7 人材確保・育成支援

8 その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　 ）

1 2

3 4

パンフレットもホームページも作成している　 パンフレットは作成しているがホームページは作成していない

パンフレットもホームページも作成していないパンフレットは作成していないがホームページは作成している

【問14】貴社では海外進出を行いましたか。該当する番号1つに○を付けてください。

５．海外進出について

金額(千円)成立日 取引形態

単発・継続

【問18】当センターの商談会やあっせん紹介等により成約した取引があれば下記にご記入下さい。
（すでにご報告いただいているものは今回ご記入いただく必要はありません。）

【問16】貴社が取引先の開拓を進めていくにあたって、必要とする支援は何ですか。該当する番号全てに○を
付けてください。(複数回答可)

【問15】【問14】で「１．自ら進出した」「２．発注企業の要請を受けて進出した」「３．進出を検討している」と回答された方
にお尋ねします。海外に進出した（又は進出を検討している）国名を記載してください。

【問13】過去2年間における親事業者の海外進出状況についてお尋ねします。該当する番号1つに○を付けてください。

【問17】取引先の新規開拓等を目的として、自社のパンフレットやホームページを作成していますか。該当する
番号１つに○を付けてください。

品名（加工内容）
成立状況

６．取引先の開拓について

商談のきっかけ
(商談会名、展示会名、紹介　等)

相手先企業名

7．その他

【問19】当センターに対するご意見・ご要望などありましたらご自由にお書きください。

※ご協力ありがとうございました。この調査結果は県内企業の実情把握、今後の取引振興施策の立案等に使用するものであり、許可なく当
目的以外に使用することはございません。

単発・継続

単発・継続

単発・継続
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本調査の回答企業数は322社、回収率は、33.2％と前回調査時（2024年11月）から0.2％増加した。

【参考】
これまでのアンケート回収率の推移
（平成30年～令和6年）

回収状況

30.6 30.3 31.3 32.2 

25.0 

37.0 

33.0 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

回
収

率

調査年度

業種
調査対象
企業

回答企業
（社）

回収率

プラスチック製品 45 23 51.1%
鉄鋼 22 9 40.9%
非鉄金属 16 12 75.0%

金属製品 228 111 48.7%

一般機械器具 356 28 7.9%

電気機械器具 165 39 23.6%

輸送用機械器具 22 23 104.5%

精密機械器具 60 31 51.7%
その他 56 46 82.1%
合計 970 322 33.2% 本調査の回収率
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回答企業322社の所在地域は以下の分布となっている。

今回

前回

地域別回収率と地域別の回答構成比

業種/地域 県北 県中 県南 会津 相双 いわき 合計

プラスチック 11 4 1 3 1 3 23
鉄鋼 1 2 0 1 1 4 9
非鉄金属 2 0 3 2 2 3 12
金属製品 38 25 13 14 12 9 111
一般機械器具 7 7 5 1 5 3 28
電気機械器具 10 9 4 4 6 6 39
輸送用機械器具 6 3 4 3 4 3 23
精密機械器具 7 9 3 6 4 2 31
その他 12 11 4 6 4 9 46
合計 94 70 37 40 39 42 322
構成比 29.2% 21.7% 11.5% 12.4% 12.1% 13.0% 100.0%
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回答企業の従業員規模は、29名以下が74.0％と大半を占める。

回答企業の従業員規模

前回調査時構成比

N=323

従業員数

従業員規模 回答企業（社） 構成比 【参考】前回調査構成比

9名以下 126 39.0% 25.6%
10~29名 113 35.0% 38.8%

30名以上 84 26.0% 35.6%

合計 323 100% 100%

39.0%

35.0%

26.0%

9名以下 10~29名 30名以上

25.6%

38.8%

35.6%

9名以下 10~29名 30名以上
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従業員規模が大きいほど、「従業員数増加」の割合が大きい。

また、前回に比べて、「従業員数増加」の割合が減少した。

従業員数の増減
（前回との比較）

N=323

従業員数

24.7%

26.3%

46.4%

26.5%

12.7%

43.3%

48.3%

20.2%

40.7%

73.8%

32.0%

25.4%

33.3%

32.7%

13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査時（全体）

全体

30名以上

10~29名

9名以下

増加 変わらず 減少

回答企業（社）
従業員の増減/従業員規模

減少変わらず増加

1793169名以下

37463010~29名

28173930名以上

8215685全体

10514281【参考】前回調査時 全体



１．親事業者の数
２．主要取引先（１社）への依存度
３．総売上高の変化

1. 貴社の概要 P8~11

2.親事業者の発注方法 P12~18

3.対価の決定、支払の方法等 P19~26
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4.下請取引の停止及びトラブル

5.その他

１．親事業者との取引契約の締結
２．注文書の交付
３．休日直後の納入
４．翌朝の納入

１．取引条件の決定方法
２．納期と取引対価
３．代金支払いまでの期間
４．代金の支払い方法
５．手形のサイト

１．取引の停止
２．親事業者とのトラブル

１．親事業者の海外進出状況
２．現在必要としている支援
３．パンフレット、ＨＰの作成

P27~29

P30~36

目次



貴社の概要
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常時取引している親事業者の数は、従業員規模が９名以下の企業で５社以下の割合が高い。

従業員１０名以上の企業になると６社以上の割合が増え、６０％を超えている。

常時取引している親事業者の数
N=287

１．親事業者の数
5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

6.7%

5.2%

0.0%

0.0%

12.6%

41.8%

40.1%

20.5%

33.7%

57.1%

14.0%

14.6%

13.7%

15.8%

14.3%

29.4%

31.0%

42.5%

43.2%

14.3%

8.0%

9.1%

23.3%

7.4%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査時

全体

30名以上

10~29名

9名以下

１社 ２～5社 ６～9社 10～30社 ３１社以上

回答企業（社）
従業員規模
/親事業者数 合計３１社以

上10～30社６～9社２～5社１社

1192171768159名以下

957411532010~29名

7317311015030名以上

28726894211515全体

29924884212520【参考】
前回調査時（全体）



11

主要取引先（1社）への依存度（取引額）は、「11~30%」が28.2%と最も高くなっている。

また、約40%の企業が、主要取引先（1社）への依存度が大きい。

主要取引先（1社）への依存度（取引額）

前回調査時構成比

N=319

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

２．主要取引先（1社）への依存度

【参考】
前回構成比構成比回答企業

（社）依存度（取引額）

4.3%4.4%14１０％以下

27.5%28.2%90１１～３０％

25.0%22.6%72３１～５０％

16.0%18.8%60５１～７０％

13.3%13.2%42７１～９０％

13.9%12.9%41９０％超

4.4%

28.2%

22.6%
18.8%

13.2%
12.9%

１０％以下 １１～３０％ ３１～５０％

５１～７０％ ７１～９０％ ９０％超

4.3%

27.5%

25.0%
16.0%

13.3%
13.9%

１０％以下 １１～３０％ ３１～５０％

５１～７０％ ７１～９０％ ９０％超
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前回と比較した総売上高の変化は、「減った」及び「大きく減った」の割合が40.7%となり、「増えた」「大きく増

えた」を上回った。

総売上高の変化

前回調査時構成比

N=319

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

３．総売上高の変化

【参考】前回調査構
成比構成比回答企業

（社）総売上の変化

2.2%1.6%5大きく増えた

20.5%25.1%80増えた

29.3%32.6%104あまり変わらない

30.6%28.2%90減った

17.4%12.5%40大きく減った

1.6%

25.1%

32.6%

28.2%

12.5%

大きく増えた 増えた
あまり変わらない 減った
大きく減った

2.2%

20.5%

29.3%30.6%

17.4%

大きく増えた 増えた

あまり変わらない 減った

大きく減った



親事業者の発注方法
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親事業者との取引契約の締結は、従業員規模が大きいほど「締結している」の割合が高くなっている。

親事業者との取引契約の締結
N=317

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

１．親事業者との取引契約の締結

回答企業（社）

従業員規模
/取引契約の締結 締結していない一部の親事業者と

締結している
全ての親事業者と締
結している

1656499名以下

9535110~29名

3344630名以上

28143146全体

30141153【参考】
前回調査時全体

47.2%

46.1%

55.4%

45.1%

40.5%

43.5%

45.1%

41.0%

46.9%

46.3%

9.3%

8.8%

3.6%

8.0%

13.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査全体

全体

30名以上

10~29名

9名以下

全ての親事業者と締結している 一部の親事業者と締結している

締結していない
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発注案件を受ける際の注文書の交付は、「受けている（「一部受けている」を含む）」の割合がほとんどを占

める。

注文書の交付の有無 N=320

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

２．注文書の交付

回答企業（社）

授業員規模
/注文書の交付 受けていない一部受けている全て受けている

127969名以下

1910210~29名

277530名以上

443273全体

260264【参考】
前回調査時全体

81.0%

85.3%

89.3%

91.1%

77.4%

18.4%

13.4%

8.3%

8.0%

21.8%

0.6%

1.3%

2.4%

0.9%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査全体

全体

30名以上

10~29名

9名以下

全て受けている 一部受けている 受けていない
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休日直前の受注、休日直後の納入については、「ない（ほとんどないを含む）」が88.0%と割合が高くなって

いるものの、「ある（時々あるを含む）」が12.0%あった。

休日直前の受注、休日直後の納入

下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準（抜粋）
次のような方法で下請代金の額を定めることは，買いたたきに該当するおそれがある。
5－7 短納期発注による買いたたき
(1) 親事業者は，下請事業者との間で単価等の取引条件については年間取決めを行っているが，緊急に短い納期で発注する場合は別途単価を決めること
としていた。親事業者は，週末に発注し週明け納入を指示した。下請事業者は，深夜勤務，休日出勤により納期に間に合わせ，当該加工費用は人件費が相
当部分を占めることから年間取決め単価に深夜・休日勤務相当額を上乗せした下請単価で見積書を提出した。しかし，親事業者は，下請事業者と十分な協
議をすることなく，一方的に，通常の対価相当と認められる下請事業者の見積価格を大幅に下回る年間取決め単価で下請代金の額を定めた。

N=325

前回調査時構成比

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

３．休日直後の納入

【参考】
前回調査構成比構成比回答企業（社）休日直後の納入

1.8%1.8%6よくある

10.3%10.2%33時々ある

46.4%42.5%138ほとんどない

41.5%45.5%148全くない

1.8% 10.2%

42.5%

45.5%

よくある 時々ある ほとんどない 全くない

1.8% 10.3%

46.4%

41.5%

よくある 時々ある ほとんどない 全くない
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終業時刻以降の受注、翌朝までの納入については、「ない（ほとんどないを含む）」が96.3%と割合が高く

なっているものの、「よくある」「時々ある」が3.7%となっている。

終業時刻以降の受注、翌朝の納入

前回調査時構成比

N=325

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

４．翌朝の納入

【参考】
前回調査構成比構成比回答企業（社）翌朝の納入

0.0%0.6%2よくある

2.7%3.1%10時々ある

23.0%20.0%65ほとんどない

74.2%76.3%248全くない

0.6% 3.1%

20.0%

76.3%

よくある 時々ある ほとんどない 全くない
0.0% 2.7%

23.0%

74.2%

よくある 時々ある ほとんどない 全くない



対価の決定、支払の方法等
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取引条件の決定方法は、「見積合わせ」が74.0%と最も高くなっているが、「親事業者の指値」が4.4%あった。

取引条件の決定方法

前回調査時構成比

N=296

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

１．取引条件の決定方法

【参考】
前回調査構成比構成比回答企業（社）取引条件の

決定方法

5.6%4.4%13親事業者の指値

79.5%74.0%219見積合わせ

14.9%21.6%64親事業者との話し合い

4.4%

74.0%

21.6%

親事業者の指値 見積合わせ 親事業者との話し合い

5.6%

79.5%

14.9%

親事業者の指値 見積合わせ 親事業者との話し合い
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納期と取引の対価については、「影響しない」が73.1%と最も高く、「短納期品は高い」「突発品は高い」が

25.3%となっている。

納期と取引単価

前回調査時構成比

N=297

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

２．納期と取引対価

【参考】
前回調査構成比構成比回答企業（社）納期と取引単価

4.8%5.4%16短納期品は高い

23.2%19.9%59突発品は高い

70.2%73.1%217影響しない

1.7%1.7%5その他

5.4%

19.9%

73.1%

1.7%

短納期品は高い 突発品は高い 影響しない その他

4.8%

23.2%

70.2%

1.7%

短納期品は高い 突発品は高い 影響しない その他
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代金の支払い期間については、60日以内がほとんどではあるが、依然として「60日を超える」場合がある。

「60日を超える」場合では90～180日の範囲で回答があった。

納入から代金支払いまでの期間

下請代金支払遅延等防止法（抜粋）
（下請代金の支払期日）
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領

した日（役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。）から起算して、六十日の期間内において、かつ、
できる限り短い期間内において、定められなければならない。

N=285

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

３．代金支払いまでの期間

６０日超６０日以内３０日以内代金支払までの
期間

662409名以下

8603010~29名

3453130名以上

17167101全体
36.6%

35.4%

39.2%

30.6%

37.0%

57.8%

58.6%

57.0%

61.2%

57.4%

5.6%

6.0%

3.8%

8.2%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査全体

全体

30名以上

10～29名

9名以下

30日以内 60日以内 60日超
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「手形の割合が多い」取引が、企業規模に関わらず未だ約4％あり、「手形のみ」の取引が従業員29名以下

の企業で約3％ある。

代金の支払い方法

代金の支払い手段について（抜粋）令和3年3月31日（中小企業庁長官、公正取引委員会事務総長）
親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。
1 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
2 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代
金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコ
ストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代
金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。

N=255 （現金：手形の回答を抽出）

その他の回答としてファクタリング、電債の利用
があった。

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

４．代金の支払い方法

手形のみ手形の割合
が多い

現金・手形
が同程度

現金の割合
が多い現金のみ代金支払の

方法

38325639名以下

333294610~29名

131253930名以上

714779148全体
58.0%

56.5%

54.8%

61.8%

31.0%

36.2%

34.5%

24.5%

2.7%

1.4%

3.6%

2.9%

5.5%

4.3%

3.6%

7.8%

2.7%

1.4%

3.6%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

30名以上

10~29名

9名以下

現金のみ 現金の割合が多い 現金・手形が同程度 手形の割合が多い 手形のみ
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手形のサイトついて、依然として120日超が全体で3.8%あった。

120日を超える場合では、 123～180日の範囲で回答があった。

手形のサイト

代金の支払い手段について（抜粋）令和3年3月31日（中小企業庁長官、公正取引委員会事務総長）
親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。
3 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。

N=159

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

５．手形のサイト

120日超120日以内90日以内60日以内手形のサイト

41613169名以下

231141410~29名

017122030名以上

6643950全体

91092917
【参考】
前回調査時全
体

10.4%

31.4%

40.8%

23.0%

32.7%

17.7%

24.5%

24.5%

23.0%

26.5%

66.5%

40.3%

34.7%

50.8%

32.7%

5.5%

3.8%

0.0%

3.3%

8.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前回調査時

全体

30名以上

10~29名

9名以下

60日以内 90日以内 120日以内 120日超



下請取引の停止及びトラブル

24



25

最近1年間において「取引停止」、「大幅に取引が減少した」企業は17.0%あり、うち50.0％は「予告はなかっ

た」。

取引の停止 N=294

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

１．取引の停止

構成比回答企業
（社）最近１年間の取引停止

17.0%50あった

83.0%244「取引停止」等はない

構成比回答企業（社）発注停止までの期間

0.0%01週間以内

16.7%81ヶ月以内

25.0%123ヶ月以内

8.3%43ヶ月超

50.0%24予告はなかった

17.0%

83.0%

あった 「取引停止」等はない

0.0%

16.7%

25.0%

8.3%

50.0%

1週間以内 1ヶ月以内 3ヶ月以内 3ヶ月超 予告はなかった
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最近1年間における親事業者とのトラブルについては、10社が「あり」と回答しており、その内訳は「不当単

価」、「不当返品」が多かった。

親事業者とのトラブル

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

２．親事業者とのトラブル

前回調査
回答企業（社）回答企業（社）親事業者とのトラブ

ル

33不当単価

01受領拒否

33不当返品

22支払遅延

00不当手形交付

10代金相殺

10不当取扱い

00利益強要

21不当変更

10強制購入

0

1

0

0

0

0

2

3

1

3

0 1 2 3 4 5 6

強制購入

不当変更

利益強要

不当取扱い

代金相殺

不当手形交付

支払遅延

不当返品

受領拒否

不当単価



その他
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親事業者の過去2年間の海外進出状況については、「進出した」が13.1%となっている。

海外進出状況 N=312

前回調査時構成比

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

１-1．海外進出状況（親事業者）

【参考】前回調
査構成比前回調査構成比回答企業（社）海外進出状況

13.0%4213.1%41進出した

1.2%41.9%6進出の計画がある

85.7%27684.9%265進出していない

13.1%
1.9%

84.9%

進出した 進出の計画がある 進出していない

13.0% 1.2%

85.7%

進出した 進出の計画がある 進出していない
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回答企業の海外進出状況については、「進出の計画はない」が96.3%となっている。

海外進出状況
N=321

前回調査時構成比

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

１-2．海外進出状況（回答企業）

【参考】前回
調査構成比前回調査構成比回答企業（社）海外進出計画

0.9%31.9%6自ら進出した

0.6%20.9%3発注企業の要請を受けて
進出した

0.6%20.9%3進出を検討している

97.8%31796.3%309進出の計画はない

1.9% 0.9% 0.9%

96.3%

自ら進出した 発注企業の要請を受けて進出した

進出を検討している 進出の計画はない

0.9% 0.6%

97.8%

自ら進出した 発注企業の要請を受けて進出した

進出を検討している 進出の計画はない
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現在必要としている支援は、「人材確保・育成支援」が全体のうち51.8%と最も多く、次いで「商談会による支

援」が43.0%、「資金面での支援」が29.6%の順となっている。

「資金面での支援」は従業員9名以下の企業で強く必要とされている。

現在必要としている支援

複数回答

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

２．現在必要としている支援

回答企業数その他人材確保・育
成支援

試作・技術開
発への支援

海外展開に関
する支援

専門家による
アドバイス

資金面での支
援

展示会出展へ
の支援

商談会による
支援

現在必要とし
ている支援

988441438344329名以下

1063632211228174710~29名

80740911022204330名以上

28418147455308441122全体

43.0%

14.4%

29.6%

10.6%

1.8%

15.8%

51.8%

6.3%

53.8%

25.0%

27.5%

12.5%

1.3%

11.3%

50.0%

8.8%

44.3%

16.0%

26.4%

11.3%

0.9%

20.8%

59.4%

2.8%

32.7%

4.1%

34.7%

8.2%

3.1%

14.3%

44.9%

8.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

商談会による支援

展示会出展への支援

資金面での支援

専門家によるアドバイス

海外展開に関する支援

試作・技術開発への支援

人材確保・育成支援

その他

全体 30名以上 10~29名 9名以下



31

自社のパンフレットやホームページの作成は、従業員規模が大きくなるほど、作成している割合が高くなって

いる。また、9名以下の企業で「どちらもない」の割合が高くなっている。

自社パンフレット、HPの作成 N=311

5.その他4.取引の停止3.対価の決定2.発注方法1.貴社の概要

３．パンフレット、ＨＰの作成（従業員規模別）

どちらもな
い

HP
のみ作成

パンフ
のみ作成

パンフ・HP
作成作成状況

552217219名以下

1420136610~29名

8926430名以上

775132151全体

694838148前回調査時
全体

48.8%

48.6%

77.1%

58.4%

18.3%

12.5%

10.3%

2.4%

11.5%

14.8%

15.8%

16.4%

10.8%

17.7%

19.1%

22.8%

24.8%

9.6%

12.4%

47.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回調査

全体

30名以上

10~29名

9名以下

パンフ・HP作成 パンフのみ HPのみ どちらもない


